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議案第２６号 

   障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉 

施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するため 

の関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関す 

る条例の制定について 

 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見

直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に

関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例を次のように制定しよう

とする。 

  平成24年３月５日提出 

                       天理市長 南  佳 策 

   障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉 

施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するため 

の関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関す 

る条例 

 （天理市療育教室条例の一部改正） 

第１条 天理市療育教室条例（平成15年３月天理市条例第10号）の一部を次の

ように改正する。 

第１条中「障害者自立支援法（平成17年法律第1 2 3号）第５条第７項」を

「児童福祉法（昭和22年法律第1 6 4号）第６条の２第１項」に、「児童デイ

サービス」を「児童発達支援」に改める。 

第４条第１号中「機能障害がある」を「障害のある」に改め、同条第２号

中「知的障害が」を「知的障害の」に改め、同条中第３号を第４号とし、第

２号の次に次の１号を加える。 

(３) 精神に障害のある者（発達障害者支援法（平成16年法律第1 6 7号）

第２条第２項に規定する発達障害児を含む｡) 

第６条第２項中「障害者自立支援法第29条第３項に規定する厚生労働大臣

が定める基準により算定した費用の額」を「児童福祉法第21条の５の３第２

項第２号に規定する額」に改める。 
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 （天理市学童保育条例の一部改正） 

第２条 天理市学童保育条例（平成15年３月天理市条例第９号）の一部を次の

ように改正する。 

第１条中「第６条の２第２項」を「第６条の３第２項」に改める。 

   附 則 

 この条例は、平成24年４月１日から施行する。 


